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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年１２月１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１２月１９日（日） １１時３０分ごろ 

発生場所 千葉県いすみ市大原漁港東方沖 

 大原港東沖防波堤灯台から真方位０８０°１,９００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１５.６′ 東経１４０°２５.８′） 

事故調査の経過 平成２３年１月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 新幸
しんこう

丸、９.７トン 

２３２－３７０３５千葉、個人所有 

１３.１７ｍ（Lr）×３.９６ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５０３kＷ、平成１６年１２月７日 

Ｂ 漁船 東岩
とういわ

丸、０.９トン 

ＣＢ３－７５２９１（漁船登録番号）、個人所有 

６.５７ｍ（Lr）×１.８７ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、８０kＷ（漁船法馬力数）、平成元年９月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和６１年１１月２６日 

 免許証交付日 平成１８年６月１９日 

（平成２３年１１月２５日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ６９歳 

操縦免許 なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部などに小範囲のＦＲＰ剥離等 

Ｂ 船体分断 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、釣り客１２人を乗船させ、平成２

２年１２月１９日１１時００分ごろ大原漁港東方沖約１０海里の釣り場を

発進して帰港することとし、約２６０°（真方位）の針路及び約２０ノッ

ト（kn）の速力で自動操舵により航行した。 

 船長Ａは、１１時１５分～２０分ごろ、他船が見え始めたので約１７kn

に減速して手動操舵に切り替え、操舵室で立った姿勢で操船に当たり、１

１時２５分ごろ着桟時間を調整するために約１５knに減速した。 

 船長Ａは、左舷船首方で操業中の小型漁船群を認め、同漁船群の動静に

注意して見張りを行っていて、前路のＢ船に気付かずに航行し、１１時３

０分ごろＡ船の船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 
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 船長Ａは、レーダーを作動させていたが、海面反射があってレーダー画

面上でＢ船を認識できなかった。 

 甲板員Ａは、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けて見張りを行っていたがＢ

船に気付かず、また、釣り客は、全員船室内で休んでいた。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り組み、同日１１時ごろ、大原漁港東方沖

の漁場で機関を中立として漂泊し、ヒラメの一本釣り漁を始めた。 

 操縦者Ｂは、東南東方に向首したＢ船の船尾左舷端付近に立った姿勢で

釣り竿を左舷方に突き出して漁を行っていたところ、左舷方至近に迫った

Ａ船を認め、衝突の危険を感じて機関を後進にかけたが間に合わず、両船

が衝突した。 

 操縦者Ｂは、衝突前、釣り竿に獲物がかかってリールを巻き上げること

に気を取られていたため、Ａ船の接近に気付くのが遅れた。 

 衝突直前に海中に飛び込んだ操縦者Ｂは、Ａ船に救助され、船体が分断

されたＢ船は、Ａ船及び僚船により大原漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：うねりの方向 東北東、うねりの高さ 約２～３ｍ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、大原漁港東方沖を西進中、Ｂ船は、大

原漁港沖で一本釣り漁を行って漂泊中、両船が衝

突したものと考えられる。 

 船長Ａは、左舷船首方で操業中の小型漁船群の

動静に注意を向けており、適切な見張りを行って

いなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付

かなかったものと考えられる。 

 操縦者Ｂは、船尾左舷端付近で釣り竿に獲物が

かかってリールを巻き上げることに気を取られて

おり、適切な見張りを行っていなかったことか

ら、Ａ船が至近に接近するまで気付かなかったも

のと考えられる。 

 操縦者Ｂは、操縦免許を有しておらず、Ｂ船を

操縦してはならなかった。 

原因  本事故は、大原漁港東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が漂泊中、両

船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

 




